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第１号の２表                        学校名 八王子市立上柚木小学校 

２ 指導の重点 

 （１）各教科等 

   ア 各教科（外国語活動を含む） 

①探究的な活動や多様な表現活動の方法として１人１台の学習用端末を積極的に活用し、主体 

的・対話的で深い学びが実現できる授業改善を行うことで児童の資質・能力を育成する。 

②八王子市学力定着度調査や校内定着度テスト（算数科）の結果から、全教員で指導上の課題

を共有し、校内研究やＯＪＴの推進に活かして授業改善を図る。また、児童一人ひとりのつ

まずきを把握して、ドリル型学習コンテンツを効果的に活用することで基礎的・基本的な学

習内容の定着を図る。 

③１人１台の学習用端末の特性を活かして、自他の考えを共有したり、学習経過を明確にした

りすることで、個別最適な学びと協働的な学びを一体化させた授業を実践する。 

④専門性の高い教科指導や中学校教育への円滑な接続のために、多面的、多角的な児童理解の

促進を果たす教科担任制を一部の実現可能な学年、教科で教科担任制を行う。 

⑤遊びや運動の日常化による体力の向上と生活習慣の改善を図る体育健康教育を通して自ら

の課題に粘り強く主体的に取り組む意欲と自他を尊重する豊かな心をもつ児童を育成する。 

⑥外国語科では、自分の考えを伝え合う活動を重視し、コミュニケーション能力及び外国語の

基本的な表現に慣れ親しませることができるようにする。 

   イ  総合的な学習の時間 

①地域人材と協働した体験的活動、本市の特色である日本遺産の伝統文化を学ぶ郷土学習と各

教科との関連を図り、計画的に実施する中で「八王子愛」を深める。 

②ＳＤＧｓ達成目標を意識した活動を指導計画に位置付け、各教科等で身に付けた基礎的・基 

本的な知識及び技能をすすんで活用し、児童が創意工夫して課題を解決する力を身に付ける。

さらに、学んだことを自己の生き方や自らの生活に活かし改善しようとする態度を養う。 

ウ 特別活動 

①学級活動では、個々の児童の活動の場を多く設定し、よりよい生活づくりのために諸課題を

解決しようとする自主的、実践的な態度を育てる。また、児童会活動、クラブ活動を通して

よりよい学校生活づくりに参画する力を養い、学校行事を通して集団への所属感や連帯感を

深め、楽しく活気ある学校づくりを進める。 

②異学年交流活動としてたてわり班活動を行い、児童一人ひとりの良さを発揮するとともに、

互いに思いやる気持ちを育み、よりよい人間関係を築くことのできる社会性を養う。 

③集団宿泊的行事の事前学習や現地での活動を通して、豊かな自然や文化に触れ、自然愛護の

精神を育むとともに、児童の自主的活動を重視して達成感を味わわせる。 

（２）特別の教科 道徳を要とする道徳教育 

①主たる教材である教科用図書及び別葉を活用し、考える道徳、議論する道徳の充実を図る。

さらに各教科等と道徳科との関連を図り、道徳的心情・道徳的判断力・道徳的実践意欲と態

度等の更なる育成に努める。 

②重点項目を「親切、思いやり」「生命の尊さ」と設定し、道徳授業地区公開講座など、保護者・

地域の方々が来校する機会において、重点項目を意識した授業実践を公開して、保護者・地

域と意見交換を行うなど、連携した心の教育を推進する。 

③自分なりの考えや解決方法を導き出させる授業を通して、自他を大切にできる受容と寛容、

生命の尊さ、気持ちの良いあいさつ、言葉遣い、動作、礼儀を心掛け、互いを思いやり、助

け合いながら明るく学校生活を送ろうとする心情を育む。 

（３）キャリア教育 

①学級や学校での生活をより良くしていく取組や自己を活かそうとする活動について「はちお

うじっ子キャリア・パスポート」を活用して自己を振り返り自身の変容を実感させることで、

希望や目標をもって実現に向けて日常の生活をよりよくしようとする意欲や態度を養う。 

②学校運営協議会や地域の人材から将来の生き方について話を聞くことで、多種多様な生き方

を知り、自他ともに尊重しようとする児童を育成する。 
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第１号の３表                                             学校名 八王子市立上柚木小学校 

（４）特別支援教育 

①学校生活支援シートや連携型個別指導計画の活用、特別支援教室、スクールカウンセラー、家

庭や地域等と連携し特別支援コーディネーターを核とした組織的な支援体制を構築する。 

②１人１台の学習用端末を活用し、一人ひとりの支援ニーズに応じた指導や合理的配慮を行う。 

③都立特別支援学校との副籍交流や特別支援教室担当教員による理解・啓発教育を計画的に実施

することで、障害理解教育の充実を図り、個性を尊重する態度を養う。 

（５）生活指導 

ア  生活指導 

①学校の約束「よくわかる上柚木小学校」や中学校グループ共通の「上柚木地区スタンダード」

を児童及び保護者に周知し、家庭と連携して児童の規律ある生活態度と遵法精神を養う。 

②関係機関と連携して、ＳＯＳの出し方に関する授業、セーフティ教室、薬物乱用防止教室等を

実施することで、児童が自分自身の安全を自分で守ろうとする態度を醸成する。 

③「生命（いのち）の安全教育」を通して児童が性犯罪・性暴力の加害者、被害者、傍観者にな

らないように自分と相手の心と体の大切さを理解しよりよい人間関係を構築する態度を養う。 

イ いじめ防止等の取組 

①「学校いじめ防止基本方針」に則り、アンケート内容の確認、Ｑ－Ｕ等を用いた児童理解、ス

クールカウンセラーとの連携等、いじめの早期発見、解消に努める。 

②毎週金曜日の６校時に学校いじめ対策委員会を設定し、いじめに向き合うための時間とする。

児童の実態や課題、毎月の生活アンケート等を集計・記録し、いじめを早期に発見する。児童

の細かな変化を見過ごすことなく、保護者との連携や関係諸機関との連絡を密にしながら、多

方面からいじめの未然防止と早期発見に努め、全教職員で組織的に対応する。 

③「八王子市いのちの大切さを共に考える日」（６月）における「生命の尊さ」を共通項目とした

道徳科の授業やいじめ防止に関する授業（年３回）を通し、いじめを許さない気持ちを育てる。 

ウ 不登校児童への支援等 

①個票システムを活用し不登校及び不登校傾向の児童を早期に把握する。登校支援コーディネー

ターを核とした月１回の登校支援校内委員会で個別の状況に応じた支援を組織的に実施する。 

②登校支援校内委員会と保護者、及び、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーと

連携しながら相談や支援の体制を整え、社会的自立に向けた取組を実施する。 

（６）特色ある教育活動 

ア 義務教育９年間を見通した上柚木中学校グループの取組 

① 上柚木中学校の生徒による学習ボランティア活動である「サマースクール」を通して、基礎

的・基本的な学力の定着を図り、はちおうじっ子サミットやクラブ見学等の交流により、中

学校生活への見通しと将来への希望をもたせる。 

②９年間の教育を切れ目なくつなぐために、学力保障の取組「学力定着プロジェクトチーム」を

編成し教科書やカリキュラム、評価方法などについて情報共有を行い、授業を共同で実施する。 

③特別な支援の方法や生活指導等の諸課題を共有し、実践的な指導方法を検討する。 

イ 学力向上の取組 

①始業前の朝学習の時間や家庭学習で１人 1台の学習用端末を活用しドリル型学習コンテンツに

取り組ませることで、日常的な活用習慣の確立を図るとともに、はちおうじっ子ミニマムを活

用して基礎的基本的な学習の定着を図る。 

②放課後子ども教室の学習教室や学校運営協議会が主催の漢字・算数検定及び英語検定への積極

的な受検を推奨することで、児童の学習意欲を高める。 

ウ その他 

①義務教育９年間で身に付けるＩＣＴ活用技能の目標を明らかにし、系統的な情報リテラシー教

育を推進することで、安全に情報社会と接するためのスキルを身に付けることができるように

するため、各教科において発達段階に応じた活用方法を検討し、日常的に取り組ませる。 

②上柚木小学校２０２０レガシーの取組として自己表現を重視するために、【「音楽」「図工」発表

会】や総合的な学習の時間等で、伝えたい相手を意識した発表の機会を設ける。 

③保幼小のより滑らかな接続をめざして、連携する保育園・幼稚園と「上柚木小版スタートカリ

キュラム」の検討を行い、小学校低学年の指導に活かす。 

④上柚木夏祭り、上柚木音楽フェスティバル等の行事を保護者・地域と合同で行い「地域の子ど

もは地域で育てる」という意識のもと児童の地域活動について適切に評価し通知表に記入する。 
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第１号の４表の１                      学校名 八王子市立上柚木小学校 

３ 学年別授業日数及び授業時数の配当 

（１）年間授業日数配当表 

                                             

（２）各教科等の年間授業時数配当表（１単位時間は、45分とする。） 

       学 年 

領 域 
１ ２ ３ ４ ５ ６ 

 

 

 

各 

 

 

教 

 

 

科 

国  語 306 315 245 245 175 175  

社  会   70 90 100 105  

算  数 136 175 175 175 175 175  

理  科   90 105 105 105  

生  活 102 105      

音  楽 68 70 60 60 50 50  

図画工作 68 70 60 60 50 50  

家   庭     60 55  

体   育 102 105 105 105 90 90  

外 国 語     70 70  

小  計 782 840 805 840 875 875  

特別の教科 道徳 34 35 35 35 35 35  

外国語活動   35 35   

総合的な学習の時間   70(10) 70(10) 70(10) 70(10) 
 

特別活動（学級活動） 34 35 35 35 35 35  

総    計 850 910 980(10) 1015(10) 1015(10) 1015(10) 
 

    月 

学年 
４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 １ ２ ３ 合   計 

１ 16 20 21 14 2 20 22 18 19 16 18 16 202 

２ 17 20 21 14 2 20 22 18 19 16 18 16 203 

３ 17 20 21 14 2 20 22 18 19 16 18 16 203 

４ 17 20 21 14 2 20 22 18 19 16 18 16 203 

５ 17 20 21 14 2 20 22 18 19 16 18 17 204 

６ 17 20 21 17 2 20 22 18 19 16 18 16 206 

備 考 

・4 月は、第１学年は始業式に出席しないため１日減。 

・夏季休業日を 7 月 2１日から 8 月 27 日までとする。 

・7 月は移動教室を第 6 学年が実施するために 3 日増。 

・3 月は、第１・２・３・４学年は卒業式、第 6 学年は修了式に出席しないために 1 日

減。 

・開校記念日を授業日とする。（１１月２２日） 

・都民の日を授業日とする。（１０月１日） 
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第１号の４表の２                      学校名 八王子市立上柚木小学校 

                           

備      考 

ア その他の授業時数 

 
       学年 

区分 
１ ２ ３ ４ ５ ６ 

児童会 

活動 

児童会集会活動 1 1/3 1 1/3 1 1/3 1 1/3 1 1/3 1 1/3 

委員会活動     11 11 

クラブ活動    16 16 16 

学校行事      26 2/3 27 1/3 26 1/3 37 2/3 45 61 2/3 

学級・学年裁量の時間 49 23 23  3 3 7 

 

イ １単位時間 

・1単位時間は４５分とする。 

 ・クラブ活動は、１単位時間を６０分とし、１２回実施する。 

 

 

 

ウ 各教科等の授業時数の確保に関する手だて 

・第３学年は、クラブ活動見学・クラブ活動発表で計２時間、増加時数をとる。 

 ・第６学年は、運動会係児童打ち合わせ・こころの劇場で計２時間、増加時数をとる。 

 

 

 

 

エ 長期休業中に位置付ける各教科等の授業時数及び内容 

・第３・４・５・６学年で総合的な学習の時間の調査活動（郷土学習に関すること）を１０時間

位置付ける。第３学年「かいこを育てよう」第４学年「高尾山について調べよう」第５学年「八

王子の産業・農業」第６学年「なるほどザ日光（八王子市と日光市の関わりや歴史の違い）」 

 

 

 

オ 授業時数に位置付けない教育活動 

・毎週火曜日・金曜日は朝の時間に「朝学習」を１５分間とる。 

 

 

 

 

 

カ その他 

・第１・２学年で各１０時間、「学級・学年裁量の時間」で外国語活動を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第１号の５表の１

　　月 
曜

行     
日   事 曜 行　事 曜 行　事 曜 行　事 曜 行　事 曜 行　事 曜 行　事

1 火 木 日 火 金 月

2 水 金 安全指導 月 いのちの日 水 土 火

3 木 土 憲法記念日 火 木 日 水

4 金 日 みどりの日 水 金 安全指導 月 木

5 土 春季休業日終 月 こどもの日 木 土 火 金 安全指導

6 日 火 振替休日 金 安全指導 日 水 土

7 月 始業式 水 土 月 木 日

8 火 入学式 木 日 火 金 月

9 水 定期健康診断始 金 月 水 避難訓練 土 火

10 木 土 火 遠足(４) 木 日 水

11 金 安全指導 日 水 金 月 山の日 木

12 土 月 木 土 火 金

13 日 火 金 日 水 土

14 月 水 八王子市学力定着度調
査（４・５・６） 土

学校公開 セー
フティ教室(全) 月 木 日

15 火 木 日 火 金 月 敬老の日

16 水 金 月 振替休業日 水 土 火

17 木 全国学力調査（６） 土 運動会 火 水泳指導始 避難訓練 木 水泳指導終 日 水

18 金 日 水 金 終業式 月 木 移動教室(5)始

19 土 月 振替休業日 木 土 火 金 移動教室(5)終

20 日 火 金 日 移動教室(6)始 水 土

21 月 水 土 月
海の日　夏季
休業日始 木 日

22 火 木 日 火 移動教室(6)終 金 月

23 水 金 月 水 土 火 秋分の日

24 木 土 火 木 日 水

25 金 避難訓練(地域) 日 水 金 月 木

26 土 月 木 土 火 金

27 日 火 避難訓練 金 日 水 夏季休業日終
保幼小連携の日 土

28 月 水 小中一貫教育の日 土 月 木
始業式 避難訓
練(地域) 日

29 火 昭和の日 木 日 火 金 月

30 水 金 月 定期健康診断終 水 土 火

31 ／ 土 ／ 木 日 ／

学校名　八王子市立上柚木小学校
４　学校行事

４ ５ ６ ７ ８ ９
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第１号の５表の２

　　月 
曜

行     
日   事 曜 行　事 曜 行　事 曜 行　事 曜 行　事 曜 行　事 曜 行　事

1 水 都民の日 土 東京都教育の日 月 木 元日 日 日

2 木 日 火 金 月 月

3 金 安全指導 月 文化の日 水 土 火 学校説明会 火 避難訓練

4 土 火 木 日 水 水

5 日 水 金 安全指導 月 木 避難訓練 木

6 月 木 土 火 金 金

7 火 金 安全指導 日 水 冬季休業日終 土 土

8 水 小中一貫教育の日 土 月 木 始業式 日 日

9 木 日 火 金 安全指導 月 月

10 金 月 水 八王子市学力定着度調
査（４・５・６） 土 火 火

11 土 火 木 日 水 建国記念の日 水

12 日 水 金 避難訓練 月 成人の日 木
薬物乱用防止
教室(6) 木

13 月 スポーツの日 木 避難訓練 土 火 金 金

14 火 金 日 水 土 土

15 水 土 月 木 避難訓練 日 日

16 木 避難訓練 日 火 金 月 月

17 金 月 水 土 火 火

18 土 学校公開 道徳授業地
区公開講座 火 木 日 水 水

19 日 水 金 月 木 木

20 月 振替休業日 木 土 火 金 金 春分の日

21 火 金 【「音楽」「図工」】
発表会始 日 水 土 土

22 水 土 【「音楽」「図工」】
発表会終 開校記念日 月 木 日 日

23 木 日 勤労感謝の日 火 金 月 天皇誕生日 月

24 金 遠足(１) 月 振替休日 水 土 学校公開 火 火 卒業式

25 土 火 振替休業日 木 終業式 日 水 水 修了式

26 日 水 金 冬季休業日始 月 振替休業日 木 木 春季休業日始

27 月 木 土 火 金 安全指導 金

28 火 金 日 水 小中一貫教育の日 土 土

29 水 土 月 木 ／ 日

30 木 遠足(２) 日 火 金 安全指導 ／ 月

31 金 ／ 水 土 ／ 火

学校名　八王子市立上柚木小学校

３１０ １１ １２ １ ２
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